
☐訪問介護サービス費（要介護１～５のお客様） 

【身体介護が中心である場合】                         ※非課税 

区分 サービス利用時間 
サービス利用料 

（Ａ） 

介護保険からの 

給付費（Ｂ） 

お客様 

自己負担額 

（Ａ－Ｂ） 

 

 

 

身体介護 

２０分未満 １,６３０円 １,４６７円 １６３円 

２０分以上３０分未満 ２,４４０円 ２,１９６円 ２４４円 

３０分以上１時間００分 ３,８７０円 ３,４８３円 ３８７円 

１時間以上１時間３０分 ５,６７０円 ５,１０３円 ５６７円 

以降３０分増すごとの加算額 ８２０円 ７３８円 ８２円 

【生活援助が中心である場合】                          ※非課税 

区分 サービス利用時間 
サービス利用料 

（Ａ） 

介護保険からの 

給付費（Ｂ） 

お客様 

自己負担額 

（Ａ－Ｂ） 

生活援助 

２０分以上４５分未満 １,７９０円 １,６１１円 １７９円 

４５分以上 ２,２００円 １,９８０円 ２２０円 

※１）当事業所は「特定事業所加算（Ⅰ）」の該当事業所であるため、上記基本サービス料金に２０％

が加算されます。 

※２）上記料金表については１割負担の場合を記載しておりますが、お客様の所得等により負担割合 

   が２割、３割に該当する方もおります。その場合は上記料金表の２倍、３倍の料金となります。

（各種加算も同様の扱い）詳しくは市区町村から交付された「介護保険負担割合証」をご確認

ください。 

※３）上記料金に１３.７％「介護職員処遇改善加算（Ⅰ）」を乗じた額がお客様の利用料金となりま

す。               （四捨五入等により若干の誤差が生じることがあります） 

※４）上記料金に６．３％「介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）」を乗じた額がお客様の利用料金とな

ります。            （四捨五入により若干の誤差が生じることがあります） 

※５）上記料金に２．４％「介護職員等ベースアップ等支援加算」を乗じた額がお客様の利用料金と

なります。           （四捨五入により若干の誤差が生じることがあります） 

 
※令和６年６月より、上記３つの加算が一本化されます 

※上記の料金に２４．５％「介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）」を乗じた額がお客様の利用料金となりま

す 
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☐介護予防訪問介護・総合事業サービス費 

（要支援１、２のお客様：１月あたりのご利用料金） ※非課税 

区  分 サービス利用回数 
サービス利用料 

（Ａ） 

介護保険からの 

給付費（Ｂ） 

お客様 

自己負担額 

（Ａ－Ｂ） 

総合事業 

（Ⅰ）週１回程度 １１,７６０円 １０,５８４円 １,１７６円 

（Ⅱ）週２回程度 ２３,４９０円 ２１,１４１円 ２,３４９円 

（Ⅲ）週２回を超える程度 ３７,２７０円 ３３,５４３円 ３,７２７円 

※１）上記料金表については１割負担の場合を記載しておりますが、お客様の所得等により負担割合

が２割、３割に該当する方もおります。その場合は上記料金表の２倍、３倍の料金となります。

（各種加算も同様の扱い）詳しくは市区町村から交付された「介護保険負担割合証」をご確認

ください。 

※２）前記料金に１３.７％「介護職員処遇改善加算（Ⅰ）」を乗じた額がお客様の利用料金となりま

す。          （四捨五入等により若干の誤差が生じることがあります） 

※３）前記料金に６．３％「介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）を乗じた額がお客様の利用料金とな

ります。       （四捨五入等により若干の誤差が生じることがあります） 

※４）前記料金に２．４％「介護職員等ベースアップ等支援加算」を乗じた額がお客様の利用料金と

なります。      （四捨五入により若干の誤差が生じることがあります） 

        

３．各種加算 

 

※令和６年６月より、上記３つの加算が一本化されます 

※上記の料金に２４．５％「介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）」を乗じた額がお客様の利用料金となりま

す 
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特定事業所加算 

＜体制要件＞ 

① 訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく

研修の実施 

② 利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達又は訪

問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。 

③ 利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告 

④  健康診断等の定期的な実施 

⑤  緊急時等における対応方法の明示 

＜人材要件＞ 

① 訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が３０％以上、又は介護福祉士・

介護職員基礎研修課程修了者・１級訪問介護員の合計が５０％以上で

あること。 

② すべてのサービス提供責任者が３年以上の実務経験を有する介護福祉

士、又は５年以上の実務経験を有する実務者研修修了者・介護職員基

礎研修課程修了者・１級課程修了者であること。 

＜重度者等対応要件＞ 

① 利用者のうち、要介護４、５である者、日常生活自立度（Ⅲ、Ⅳ、М）

である者、たんの吸引等を必要とする者の占めている割合が２０％以上 

 

【特定事業所加算（Ⅰ）】 

体制要件、人材要件、重度者等対応要件のいずれにも適合 

 

初 回 加 算      

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介

護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪

問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合。 ２００円／月 

 

緊急時訪問介護加算 

 

 お客様やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマ

ネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めたときに、サービス提

供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護

（身体介護）を行った場合  １００円／回 

 

生活機能向上連携加算 

 

お客様の生活機能向上を目的として、医療関係者等の助言を受ける体制を

構築し同行訪問した場合。 １００円／回 

 

口腔連携強化加算 
 

 

 口腔の健康状態の評価を実施した場合において、お客様の同意を得て、歯

科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場

合に、１月に１回に限り所定単位数を加算する場合。  ５０円／回 
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４．介護保険の給付対象とならないサービスと利用料金 

介護保険給付の

支給限度額を超

え る 訪 問 介 護 

サ ー ビ ス 

サービス利用料は、全額、お客様の自己負担となります。 

なお、各加算措置も同様です。また、低所得者のお客様等に対する軽減措置

はありません。                        （非課税） 

交   通   費 

通常の事業実施地域（北広島市、札幌市厚別区）以外の地域にお住まいの方

で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した

交通費の実費をいただきます。 

１）公共交通機関等を利用する場合：バス、タクシー、鉄道等を利用する実費

相当額。 

２）当事業所の車両を使用する場合：自動車走行距離（㎞）×２２円／㎞ 

※１キロメートル未満の距離の端数は、四捨五入する。  （税込料金） 

そ の 他 の 

サ ー ビ ス 

１．移送サービス＝通院の際に、適当な介護者の方がいないお客様で、通院介

助として訪問介護サービス（身体介護）をご利用いただく場合に、移送サ

ービスをご利用いただけます。詳しい条件や料金については、別途お問い

合わせください。（税込料金） 

２．複写物の交付＝お客様は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧で

きますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

（１枚：白黒１０円、カラー３０円）           （税込料金） 

１）お客様から特に申し出があった書類を対象とします。 

・個人別介護記録など 

２）訪問介護サービスを利用する上で必要のないものをコピーすることは、

原則として行いません。 

３）介護保険サービスを利用する上で必要な書類は無料です。 

・契約書 ・重要事項説明書 ・同意書 ・訪問介護計画書など 

利 用 料 の 変 更 

経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更

することがあります。その場合、事前に変更の内容と変更する事由について、

変更を行う２か月前までにご説明します。 
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５．サービス利用料金に関してご注意いただきたい事項等 

サービス利用料金 

に関してご注意い 

ただきたい事項 

 

１．お客様がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全

額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた

後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。

また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。

償還払いとなる場合、お客様が保険給付の申請を行うために必要となる事

項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

２．介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、お

客様の負担額を変更します。 

３．「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定めら

れた標準的な所要時間です。 

４．平常の時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯でサービスを行う場

合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介

護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。 

・夜間（午後６時から午後１０時まで）：２５％ 

・深夜（午後１０時から午前６時まで）：５０％ 

・早朝（午前６時から８時まで）：２５％          （非課税） 

５．２人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある次のような場合は、

お客様もしくはご契約者の同意のうえ、２人分（２倍）の料金をいただき

ます。 

※２人の訪問介護員でサービスを行う場合（例）： 

・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合 

・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合   （非課税） 

６．介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご

契約者の負担額を変更させていただきます。 

利 用 料 金 の 

お 支 払 い 方 法 

料金・費用は、１か月ごとに計算してご請求いたしますので、翌月２０日ま

でに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。（１か月に満たない期間のサー

ビスに関する利用料金は、利用日数に応じて計算した金額とします。） 

    ①お客様の金融機関口座からの自動引き落とし 

      （できるだけこの方法でお支払いください。） 

    ②当事業所の指定口座へのお振込み 

      【指定口座】 

            銀 行 名：北洋銀行  西の里支店 

            口座番号：普通預金  ９４６８５ 

            口座名義：北広島市高齢者総合ケアセンター聖芳園 

                          施設長  三 木 千 晶 

  ※口座振替手数料につきましては、お客様負担とさせていただきます。 

③現金により当事業所へ直接お支払い 
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利 用 の 中 止 、 

変 更 、 追 加 

利用予定日の前に、お客様のご都合により、サービスの利用を中止又は変更、

もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合、利用予

定日の前日までに事業者に申し出てください。 

１)キャンセル料金について 

利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をさ

れた場合、お取消し料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。

ただしお客様の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありませ

ん。 

①利用予定日の前日までに申し出があった場合：無  料 

②利用予定日の前日までに申し出がなかった場合：１,３００円 

サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約

者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能期間又は日

時を契約者に提示して協議します。 

 
 


